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
はじめに－文化財とは何か？

１．故郷を離れた文化財

２．相次ぐ返還要求

３．最近の事例－日本がかかわるケースから

４．何が問題なのか？

５．グループワーク－文化財はどこにあるべ
きか

まとめ

本日のあらまし




ある新聞記事から

© 朝日新聞社

＊




文化財とは→人類の文化的活動によって生み出され

た建造物、遺跡、美術品、音楽、演劇、民俗などの
有形・無形の文化的所産のこと（美術品も含む）

英語ではcultural property
より広義の概念・文化遺産 cultural heritage
有形文化財と無形文化財

有形＝建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、
古文書、考古資料

無形＝伝統的芸能や、陶芸・工芸などの伝統的技術

文化財とは？




故郷を離れた文化財

「略奪文化財」とは？

→発掘・交換・贈与・購入など以外の方法で外国に
流出入した文化財の総称

それが作られ、置かれていた場所（原産国）を離れ、

現在ある場所（保有国）へと持ち込まれた…

ある意味では、〝海外〟の「美術品」はすべてそう。
ただし、正当な商取引等による限り「略奪」ではない




知の殿堂・大英博物館

from Wikipedia

Image by Mujtaba Chohan, from Wikimedia Commons 
(2014/04/23)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BM,_AES_Egy
ptian_Sculpture_%28Room_4%29,_View_North.4.JPG
CC BY-SA 3.0




大英博物館は「泥棒博物館」？

欧米各地の博物館・美術館に存在する、ギリシア、
ローマ、エジプトなどの文化財…

根底にある、自らの文明のルーツに対する造詣

故国（原産国）から持ち出されたもの→大航海時代、
植民地時代の遺産

現在でいうところの「商取引」の所産かどうかは不
分明…

「世界の宝」が一箇所に



元の場所に戻してほしい
→返還要求が１９８０年
代以降活発に

転機は、ギリシャによる
「エルギン・マーブルコ
レクション」＝英国貴族
のエルギン卿が持ち帰っ
たパルテノン神殿のレ
リーフ＝の返還請求

相次ぐ返還要求

Image by Andrew Dunn,, from Wikimedia Commons (2014/04/23)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elgin_Marbles_east_pediment.jpg

CC BY-SA 2.0




１８０４年、オスマン・トルコ帝国特命全権大使・

エルギン卿がレリーフを持ち帰る

１８１６年、大英博物館に寄贈

１９８２年、メリナ・メルクーリ文化相が返還要求

～１９８６年、メルクーリ、ロンドンタイムズなど
に寄稿。講演などで返還を訴え続ける。

２００２年、「パルテノン２００４」キャンペーン

２００４年、アテネオリンピック開催

２００９年、新アクロポリス博物館開館

エルギンマーブルをめぐる流れ





エルギン・マーブル
（ギリシャ→英国）

Image by Steve Swayne from Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Parthenon_in_Athens.jpg
CC BY 2.0

Image by Andrew Dunn,, from Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elgin_Marbles_British_Museum.jpg
CC BY-SA 2.0




合法なのか→トルコ政府がエルギン卿にレリーフを

持ち出す許可を与えた「勅令」が現存している

＝ただし元の表現は「石のかけらを持ち出すのを妨
げてはならず…」→エルギン卿の拡大解釈か？

適切に保管されてきたのか→元々はもっとカラフル

だった。１９３０年代に大理石の洗浄作業が実施さ
れた結果、真っ白に…→しかも、それを隠蔽

現地に適切な保管施設がない→新アクロポリス博物
館が２００９年に開館

エルギンマーブルをめぐる問題点





ミロのビーナス
（ギリシャ→フランス）

Image by Edwin Lee, from Wikimedia Commons (2014/04/24)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_de_Milo_in_the_Musee_de_Louvre.jpg
CC BY 2.0





ロゼッタストーン
（エジプト→フランス→英国）

Image by Hans Hillewaert, from Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosetta_Stone.JPG
CC BY-SA 3.0





ネフェルティティの胸像
（エジプト→ドイツ）

Image by Philip Pikart, from Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nofretete_Neues_Museum.jpg
CC BY-SA 3.0





「プリアモスの遺宝」
（トルコ→ドイツ→ロシア）

from Wikipedia

from Wikipedia





ペルガモン大神殿
（トルコ→ドイツ）

© Raimond Spekking / CC BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamonmuseum_Pergamonaltar.jpg




文化財略奪国会議

２０１０年にエジプト
、中国、ギリシャなど
２５カ国の当局者がカ
イロで開いた国際会議

返還実現のために「法
整備」などの共同歩調
をとることを確認

＊ © 朝日新聞社




２００２年１２月２６日付・朝日新聞から

＝欧米の美術館に収蔵されている古代美術の所有権
をめぐり、パリ・ルーブル、ニューヨークのメトロ
ポリタンなどの施設が先週、原保有国から返還を求
められても応じないと表明

 １８の美術館・博物館が公表した声明は「我々は
一国の市民だけでなく、世界中の人々に奉仕してい
る」と強調。「本来の場所へ、という要求は重要な
問題」と認めながらも、原産地ナショナリズムにく
みしない考えを明らかにした

保有する側のスタンス




マチュピチュの考古資料

（ペルー→米国）

＊

© 朝日新聞社




マチュピチュ資料の返還

＊

© 朝日新聞社





著作権の都合により、

ここに挿入されていた画像を削
除しました。

「アクスムのオベリスク」

アクスムのオベリスク

２００５年には、イタ
リア政府がエチオピア
にアクスムにあったオ
ベリスクを返還。

→ムッソリーニ時代に
持ち出されたもの





一時帰国の例
（アメリカなど→トルコ）

「トロイの出土品」




遺骨も〝文化財〟

２０１１年、英国自然史
博物館がオーストラリア
にアボリジニーの遺骨１
３８体分を返還。

２０１０年に返還要求。
博物館側が応じる。

→「何でも返すわけでは

ない」「研究上必要なもの
は返還しない」

著作権の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

"Australian Aborigine Major Sumner (right) from the 
Ngarrindjeri tribe outside the British Natural History 

Museum in London“
Photo: Nicolas Asfouri/AFP

http://www.timesofmalta.com/articles/view/201103
12/world/britain-to-return-aboriginal-remains-to-

australia.354376





アイヌ人骨も返還？

＊

© 朝日新聞社





最近の事例
－日本のかかわるケースから

対馬の盗難仏像をめぐる事件

「朝鮮王朝実録」の〝寄贈〟

「朝鮮王室儀軌」の〝引き渡し〟

韓国文化財庁による流出文化財の調査

次のターゲットは？




対馬の盗難仏像をめぐる言説

対馬から２０１２年に盗まれた２体の仏像

窃盗犯は日本人が略奪した文化財を取り返しただけ
…と主張

韓国の地方裁判所が日本への返還の保留を指示

元々は朝鮮半島で製作されたもの（事実）

１４世紀に朝鮮半島を荒らした倭寇が略奪して日本
へ持ち帰ったものではないか（学者）

寺や神社で、詳細な来歴が証明できないのであれば、
韓国にとどめ置くべき（メディア）




事件の流れ

２０１２年１０月、対馬市峰町の海神神社で国重要
文化財の銅造如来立像が盗難

２０１３年２月、韓国・大田の地方裁判所が韓国政
府が仏像を日本に引き渡すことを禁ずる＝14世紀に
韓国で鋳造された記録があるため

２０１３年６月、対馬市民17000人が返還要求署名

２０１３年９月、韓国の文化観光相が「仏像は返還
すべき」と発言。メディアから袋だたきにあい、発
言を撤回




食い違う言い分

詳細な来歴が証明できないのであれば、韓国にとど
めおくべき（韓国のメディア）

ユネスコの１９７０年条約によれば、盗難文化財は
速やかに原保有国に返還しなければならない

倭寇が持ち帰ったものという具体的な証拠はない。
あくまで推測（日本側関係者）。

しかも、倭寇といっても、実体は朝鮮半島や中国の
人々も多かった（日本の研究者）

証明できないのであれば有罪…というのは、今の法

律論。１４世紀当時の法律論で論議すべき（日本の
研究者）




「朝鮮王室儀軌」の例

２００６年、韓国の国会が
返還要求決議。王朝儀礼の
儀式書で、宮内庁の所蔵品
。

２０１０年、民主党の菅政
権が韓国政府に「お渡し」
する旨を表明。

２０１１年、韓国に到着。
「返還」と報道。

＊

© 朝日新聞社




「朝鮮王室儀軌」の例

＊

© 朝日新聞社




「朝鮮王朝実録」の例

元々は東京大学の図書
館の所蔵品。朝鮮王朝
の王たちの日々の記録。

２００６年、韓国の国
会議員らの返還要求を
受けて、東大が韓国側
に「寄贈」。

その過程で宮内庁所蔵
「朝鮮王室儀軌」の存
在も明らかに。

＊

© 朝日新聞社




繰り返される返還要求

韓国は国として、国外
に流出した文化財を調
査。

日本には６万点が存在
と主張。現在も再集計
中。

それらをもとに国会議
員や、民間団体が返還
要求を行っている

＊ © 朝日新聞社




次のターゲットは？

＊

© 朝日新聞社




確かに、日本統治下において、様々な文化財が朝鮮

半島から日本へと流入した

しかし、それらの中には、美術品として購入された
と思われるものも多い。そして、それらの購入者は
すでになくなり、現在は子孫や、子孫から寄贈され
た博物館・美術館が所有している

それらをすべて、詳細な来歴が証明できないのなら
返せ…というのか。

何より１９６５年の文化財・文化協力協定で、文化
財返還をめぐる問題は決着済み。法的な権利はない

何が問題なのか
（日本側の論理）




正当な商取引で購入したというが、当時、朝鮮半島

は「日帝」の植民地になっており、商取引自体、完
全に対等な形では行われ得なかった。そのような状
況下で流出したものはすべて「略奪文化財」だ

（東京国立博物館の小倉コレクションなど）

文化財は元々あった場所に返すべき。まして、日本
国内にある文化財の中には、韓国のシンボルともい
えるものも少なくない。しかも、それらがきちんと
保管されていない。

「謝罪の証し」として…

何が問題なのか
（韓国側の論理）




二つの主義の対立

文化財返還は植民地主義（コロニアリズム）の精算
につながる…

旧発展途上国の躍進。その中で自らのアイデンティ
ティを証しである文化財を取り戻したいとの思い

取り戻す＝旧宗主国への勝利

ギリシャ→国内で発見された文化財はすべてギリ
シャのもの＝すべての返還を交渉

文化財国際主義と文化財ナショナリズムの対立。

文化財は人類のものｖｓ文化財はその民族のもの

「保管」という問題→エジプトの例（内乱でツタン
カーメンの美術品が紛失）





ルールはないのか
－ユネスコの役割

ユネスコで１９７０年に採択された「文化財の不法
な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し防止する手段
に関する条約」（７０年条約）が国際ルール

日本も韓国も批准

ただし、１９７０年以前に遡っては適用されない

それ以前に関しては、当事国間の交渉が基本

この数年で体制整備が進む。来年以降、新たな適用
条件等が示される可能性も





今後の動き
－中国も…＊© 朝日新聞社




文化財は誰のものなのでしょう？

文化財は本来どこにあるべきなので
しょうか？

日本をめぐる文化財返還運動の高まり
に対し、私たちは（あるいは日本は国
として）、どのような態度をとるべき
なのでしょうか？

討論－グループワーク




まとめ

今日の討論自体が収穫です

国による立場の違いを認識しよう

主張すべき点はきちんと主張しよう

大事なのは、理想と現実の着地点の双
方を意識すること

とはいえ、お互いに風通しのよい関係
であるように
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